
介護保険改訂に向けて 

平成 29年 9月 6日の第 146回社会保障審議会介護給付費分科会において、日本理学療

法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会より平成 30年の改定に向けて要望

が提案されました。厚生労働省は各団体の要望を聞いたうえで、国策として有用と判断す

れば診療報酬・介護報酬改定に反映をされます。また、報酬改定に反映されない場合にお

いても、各協会が現場で求めている内容と言えます。 

 

１．訪問看護 

介護給付費分科会では、介護保険における PT・OT・STの関わりを示し（図１）、自立

支援への取り組みとして、訪問看護ステーションに所属する療法士による総合事業、療法

士が配置されていない介護保険事業所、障害福祉サービス等への外付け機能として活用す

ることで、効率的に地域にリハビリテーションを行きわたらせることができると提案しま

した（図２）。また市町村事業への派遣例として、当社でも実施している介護予防教室や

認知症カフェの実践例が示されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 状態像に応じた自立支援を促す関わり 



 

 

 

 

 

 

 

図 2 訪問看護ステーションの療法士の活用 

 

また、自立支援は軽度者に限定されるものではなく、重度の要介護者でも離床を促すこ

とで生活の質を高めることができるとして、車椅子シーティングや環境調整に対する評価

や看護、介護職等の連携の重要性を提案されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 重度要介護者の自立支援・福祉用具の活用 



２．通所介護 

通所介護においては、日本理学療法士協会の半田一登会長が介護給付費分科会のヒアリ

ングで、「通所介護で最近、『リハビリテーション特化型』という言い方がかなり頻繁に

使われるようになった。言葉の使い方を整理した方がいいのではないか。PT、OT、STがき

ちんと関与し、主治医と連携しつつ自立支援マネジメントや個別の機能訓練、社会参加の

支援などを行うモデルこそ推進すべきで、介護報酬のインセンティブも拡充して欲し

い。」と要請しました。また、「リハビリテーション特化型」を標榜している事業所の

内、療法士を配置している割合を示し(図 4)、「医師が関わり PT、OT、STがそれぞれの

専門の療法を行う。それをもって初めてリハビリテーションという言葉を使うべきだ」と

主張。「介護保険には通所リハビリテーションと『リハビリテーション特化型』の通所介

護がある。専門職がきちんと配置されているのはどちらか、利用者には全く分からない。

このままでは良くない」などと改善を求めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 リハビリテーション特化型における、療法士の配置 

厚生労働省は来年度の介護報酬改定に向けて、通所介護の利用者の重度化を防ぐ機能を

強化する方策を検討しています。理学療法士協会は、通所リハビリテーションと通所介護

の連携を深めていくことも提案し、要介護度を改善させた事業所を評価することも検討す

べきと提案されました(図５)。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 通所介護事業所の評価に関する提案 

 

 


